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参考２

千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関す

る追加議定書（議定書Ⅰ） ＝抜粋＝

第五十八条 攻撃の影響に対する予防措置

紛争当事者は、実行可能な最大限度まで、次のことを行う。

( )第四条約第四十九条の規定の適用を妨げることなく、自国の支配の下にある文民たる住民、a
個々の文民及び民用物を軍事目標の近傍から移動させるよう努めること。

( )人口の集中している地域又はその付近に軍事目標を設けることを避けること。b
( )自国の支配の下にある文民たる住民、個々の文民及び民用物を軍事行動から生ずる危険かc
ら保護するため、その他の必要な予防措置をとること。

第五十九条 無防備地区

１ 紛争当事者が無防備地区を攻撃することは、手段のいかんを問わず、禁止する。

２ 紛争当事者の適当な当局は、軍隊が接触している地帯の付近又はその中にある居住地区で

あって敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものを、無防備地区として宣言する

ことができる。無防備地区は、次のすべての条件を満たしたものとする。

( )すべての戦闘員が撤退しており並びにすべての移動可能な兵器及び軍用設備が撤去されてa
いること。

( )固定された軍事施設の敵対的な使用が行われないこと。b
( )当局又は住民により敵対行為が行われないこと。c
( )軍事行動を支援する活動が行われないこと。d
３ 諸条約及びこの議定書によって特別に保護される者並びに法及び秩序の維持のみを目的と

して保持される警察が無防備地区に存在することは、２に定める条件に反するものではない。

４ ２の規定に基づく宣言は、敵対する紛争当事者に対して行われ、できる限り正確に無防備地

区の境界を定め及び記述したものとする。その宣言が向けられた紛争当事者は、その受領を

確認し、２に定める条件が実際に満たされている限り、当該地区を無防備地区として取り扱う。

条件が実際に満たされていない場合には、その旨を直ちに、宣言を行った紛争当事者に通報

する。２に定める条件が満たされていない場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び

武力紛争の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。

５ 紛争当事者は、２に定める条件を満たしていない地区であっても、当該地区を無防備地区と

することについて合意することができる。その合意は、できる限り正確に無防備地区の境界を

定め及び記述したものとすべきであり、また、必要な場合には監視の方法を定めたものとする

ことができる。

６ ５に規定する合意によって規律される地区を支配する紛争当事者は、できる限り、他の紛争

当事者と合意する標章によって当該地区を表示するものとし、この標章は、明瞭に見ることが

できる場所、特に当該地区の外縁及び境界並びに幹線道路に表示する。

７ ２に定める条件又は５に規定する合意に定める条件を満たさなくなった地区は、無防備地区

としての地位を失う。そのような場合にも、当該地区は、この議定書の他の規定及び武力紛争

の際に適用される他の国際法の諸規則に基づく保護を引き続き受ける。
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【無防備地域に関する国の見解】

※国立市長の質問に対する内閣官房及び防衛庁の回答（平成14年６月21日）

ジュネーヴ諸条約第一追加議定書において特別の保護を受ける地域として規定されている

「無防備地域」について、その宣言は、当該地域の防衛に責任を有する当局、すなわち我が国に

おいては、国において行われるべきものであり、地方公共団体がこの条約の「無防備地域」の宣

言を行うことはできないものである。


